
広島市告示第２９０号  

令和８年５月２０日  

 

 広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下「条例」という。）第１４

条の４第３項において準用する同条第１項及び同条第８項において準用する同条第６項に

規定する出産被保険者に係る令和８年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額か

ら減額すべき額を次のとおり決定しましたので、条例第１４条の４第３項において準用す

る同条第２項及び同条第８項において準用する同条第７項において準用する条例第１０条

の６の５第３項の規定により告示します。 

 

               広島市長  松 井 一 實 

 

１ 条例第１４条の４第３項において準用する同条第１項第１号に規定する乗じて得た額 

基礎控除後の総所得金額等に１００分の２．６４を乗じて得た額に１２分の１を乗じ 

て得た額に当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得 

た額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額） 

 

２ 条例第１４条の４第３項において準用する同条第１項第２号に規定する乗じて得た額 

  １０，３４２円に１２分の１を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後期間のう

ち当該年度に属する月の数を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、これを切り

上げた額） 

 

３ 条例第１４条第１項第１号に掲げる納付義務者に係る条例第１４条の４第８項におい

て準用する同条第６項第１号に掲げる乗じて得た額 

１に同じ 

 

４ 条例第１４条第１項第１号に掲げる納付義務者に係る条例第１４条の４第８項におい

て準用する同条第６項第２号に掲げる乗じて得た額 

３，１０２円に１２分の１を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後期間のうち

当該年度に属する月の数を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、これを切り上

げた額） 

 

５ 条例第１４条第１項第２号に掲げる納付義務者に係る条例第１４条の４第８項におい

て準用する同条第６項第１号に掲げる乗じて得た額 

１に同じ 

 

６ 条例第１４条第１項第２号に掲げる納付義務者に係る条例第１４条の４第８項におい

て準用する同条第６項第２号に掲げる乗じて得た額 

５，１７１円に１２分の１を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後期間のうち

当該年度に属する月の数を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、これを切り上

げた額） 



７ 条例第１４条第１項第３号に掲げる納付義務者に係る条例第１４条の４第８項におい

て準用する同条第６項第１号に掲げる乗じて得た額 

１に同じ 

 

８ 条例第１４条第１項第３号に掲げる納付義務者に係る条例第１４条の４第８項におい

て準用する同条第６項第２号に掲げる乗じて得た額 

８，２７３円に１２分の１を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後期間のうち

当該年度に属する月の数を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、これを切り上

げた額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


